
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

◆関心が高まる概念 

皆さんは「ジェロントロジー（老年学／加齢学）」

をご存じでしょうか？ 

加齢により人はどのように変化するかを、審理・

教育・医学・経済・労働・栄養・工学など様々な分

野から学際的に研究する学問のことで、その成果は、

雇用・教育・経済などに活用することができます（一

般社団法人 日本産業ジェロントロジー協会の定義

より）。 

高齢化の進行を受けて、今、このジェロントロジ

ーは大きな注目を集め始めています。 

 

◆シニア世代を貴重な戦力とするために 

必要な“老化”の知識 

雇用延長、定年後の再雇用・再就職、役職定年制

の導入などにより、若手世代がシニア世代の従業員

を部下として扱う職場が増えています。その知識・

技術・ノウハウを最大限に発揮してもらうためには

どうすればよいか、“年上部下”への対応に苦慮し

ている管理職も少なくありません。 

シニア層の部下と仕事をするうえでは、「老化」

についての知識と配慮は欠かせません。年齢を重ね

ると、筋力・視力・聴力・記憶力などが衰えます。 

こうした老化現象を理解していないと、例えば足

腰が弱ったために動作が遅くなったり頼んだ仕事

を忘れてこなしていなかったりなどといった場面

をとらえて「やる気がない」とストレスがたまり、

それが軋轢にもつながってしまいます。 

 

◆シニア世代への対応とジェロントロジー 

シニア世代を活用するために“老化”にどのよう

に対応するか、考えてみましょう。 

視力が低下したのであれば、例えば、書類の文字

のサイズを大きくしてみましょう。筋力が落ちた人

には、身体労働は若手に任せることにして、その分、

知識等を活かした頭脳労働に従事してもらいまし

ょう。忘れっぽくなったのなら、指示を文書で出す

ようにすればよいのです。 

こうした対応を考えるうえで役立つのが「ジェロ

ントロジー」の考え方です。これからのマネジメン

トを考えるうえで、学んでみると良い結果が得られ

るかもしれません。 

 

 

 
 
◆損害賠償請求額はどう算出する？ 

過労死・過労自殺の損害賠償請求訴訟では、（１）

死亡による精神的苦痛に対する慰謝料、（２）死亡

しなければ得られたはずの収入を填補する遺失利

益、（３）葬儀費用等が請求内容となります。 

このうち、（１）は交通事故裁判例の蓄積によっ

て作成された、いわゆる裁判所基準により算出され、

（２）は死亡労働者の基礎収入から生活費を差し引

いた額に係数を掛け合わせて算出されます。 

 
シニア層の部下、活用できています

か？ 

押さえておきたい「ジェロントロジー」 

ワタミ事件で注目される 

“懲罰的慰謝料”とは？ 
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実際には他にも様々な事情を斟酌して算出され

ますが、あくまでも死亡による損害を回復するとい

う考え方です。 

 

◆過去の事件とワタミ事件の違いは？ 

過労死についての有名な労働判例である電通事

件では、会社の支払額は約 1 億 6,800 万円（うち遅

延損害金 4,200 万円）でしたが、今回のワタミ事件

では会社は 1億 3,365万円を支払うこととなりまし

た。 

いずれも高額な賠償金支払義務を負った点は共

通しますが、ワタミ事件の 1 億 3,365 万円は、上記

（１）が相場で 2,000～2,500 万円のところ懲罰的

慰謝料と合わせて4,000万円とされ、これに上記（２）

7,559 万円等を加えて算出されています。 

この“懲罰的慰謝料”が認められた点が、過去の

事件と大きく異なると言われています。 

 

◆“懲罰的慰謝料”とは？ 

アメリカ等では、損害賠償金の目的には損害の回

復のほかに違法行為の抑制もあるとして、生じた損

害以上の賠償金を認めます。ファーストフード店で

買ったコーヒーをこぼして火傷を負った客への賠

償金約 3 億円の支払いが命じられた例もあります。 

日本でも大型トレーラーの脱輪事故で1億円を懲

罰的慰謝料として請求したケース等ありますが、こ

れまで認められたものはありませんでした。 

 

◆今後への影響は？ 

ワタミ事件で原告側代理人を務めた弁護士は、

「今後、同様の事件を起こした企業には、司法判断

としても、社会的非難としても、厳しい判断が相次

ぐだろう」とコメントしています。 

労働基準行政でも、違法な長時間労働の是正勧告

に従わない企業名の公表、送検といった取組みが強

化されており、コンプライアンスの意識を持たない

企業は淘汰されていくと考えるべきでしょう。 

 

 
 

12 日 

○ 源泉徴収税額（※）・住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

※ただし、６ヵ月ごとの納付の特例を受けてい

る場合には、２７年７月から１２月までの徴収

分を１月２０日までに納付 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降

に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定

所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降

に一括有期事業を開始している場合＞［労働基

準監督署］ 

 

20 日 

○ 特例による源泉徴収税額の納付＜前年７月～12

月分＞［郵便局または銀行］ 

   

2 月 1 日 

○ 法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調書・同合

計表＞の提出［税務署］ 

○ 給与支払報告書の提出＜1 月 1 日現在のもの＞

［市区町村］ 

○ 固定資産税の償却資産に関する申告［市区町村］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第４期

分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、10 月

～12 月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事

務所］ 

○ 労働保険料納付＜延納第 3 期分＞［郵便局また

は銀行］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職

業安定所］ 

 

本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで 

○ 給与所得者の扶養控除等（移動）申告書の提出

［給与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え［給与の支払

者］ 

 

 

 

 

 
1 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

～当事務所よりひと言～ 

 
師走に入り、慌ただしくなってきました

が、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

今季の冬は暖冬になると発表されています

が、暖冬の年は大雪になることもあるそう

です。 

 

さて、2015 年もあと僅かとなり 

ました。来年も皆様のお役に 

立てるよう全力で取り組んで 

まいりますので、どうぞ 

よろしくお願いいたします。 


